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サービスの開始によ
り、ロビー端末や自宅
のインターネット・電話
で市の施設の予約等
が可能になります。

� 面
30歳以上の市民の方を
対象とした胃がん検診
を実施します。はがきで
お申し込みください。

� 面
胃がん検診（秋分）を
実施します

高齢者が地域で安
心して生活できるよ
う、民生委員が一人
暮らしの高齢者の方
を訪問します。

�面 高齢者ふれあい
訪問にご協力を

秋、紅葉の信州へ
行ってみませんか。
施設の空室状況等
をご案内します。

� 面
菅平少年自然の家を
ご利用ください

「公共施設予約サ
ービス」準備中

� 日月� 第42号����平成１４年
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２１世紀を拓き

緑と活気にあふれ

一人ひとりが輝くまち

　電話で聞く、
ホームページ情報　

「西東京市テレホンウェブ」
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※判断能力
が不十分に
なったら

セ
ン
タ
ー
の
業
務
内
容

�　

痴
ほ
う
性
の
方
、
知
的
障
害
・
精
神

障
害
の
あ
る
方
な
ど
判
断
能
力
が
不
十

分
な
方
は
、財
産
管
理
や
身
上
監
護（
介

護
、
施
設
へ
の
入
退
所
な
ど
の
生
活
に

つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
）
に
つ
い
て
の

契
約
や
遺
産
分
割
な
ど
の
法
律
行
為
を

自
分
で
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た

り
、
悪
徳
商
法
な
ど
の
被
害
に
あ
う
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
判
断

能
力
の
不
十
分
な
方
の
権
利
を
保
護

し
、
支
援
す
る
制
度
と
し
て
成
年
後
見

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
に
は
、
現
に
判
断
能

力
が
不
十
分
な
方
の
た
め
に
、
本
人
・

配
偶
者
･
四
親
等
内
の
親
族
等
の
申
し

立
て
に
よ
り
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
決
め

ら
れ
た
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
が

本
人
の
契
約
等
を
手
伝
っ
た
り
、
本
人

の
代
わ
り
に
手
続
き
を
す
る
「
法
定
後

見
制
度
」
と
、
将
来
自
分
の
判
断
能
力

が
衰
え
た
時
の
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め

契
約
に
よ
り
後
見
人
等
を
決
め
て
お
く

「
任
意
後
見
制
度
」
と
が
あ
り
ま
す
。

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
業
務
を
行
い

成
年
後
見
制
度
と
は

成
年
後
見
制
度
と
は

ま
す
。

①
成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
専
門
的
な

相
談
や
制
度
の
利
用
支
援
に
関
す
る
こ

と②
後
見
等
の
審
判
を
申
立
て
る
親
族
が

い
な
い
か
、
ま
た
は
、
親
族
が
い
て
も

困
難
な
場
合
で
本
人
の
権
利
擁
護
の
上

で
必
要
な
場
合
の
老
人
福
祉
法
、
知
的

障
害
者
福
祉
法
並
び
に
精
神
保
健
及
び

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
る
市
長
が
行
う
審
判
の
請
求
に

関
す
る
こ
と

③
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
等
が
行
う
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
当
事
者
同
士
で

は
解
決
困
難
な
苦
情
等
の
解
決
に
向
け

て
の
調
整
に
関
す
る
こ
と

■
専
門
相
談

　

成
年
後
見
制
度
に
係
る
法
律
、
福
祉

等
に
関
す
る
専
門
相
談
窓
口
を
設
け
、

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
、

精
神
科
医
が
そ
れ
ぞ
れ
月
１
回
、
相
談

に
応
じ
ま
す
。

　

専
門
相
談
は
、
事
前
の
窓
口
相
談
に

お
い
て
、
よ
り
専
門
的
な
判
断
が
必
要

な
場
合
に
、
予
約
制
で
行
わ
れ
ま
す
。

�　

同
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
充
実
さ
せ
る

た
め
、
市
長
が
専
門
的
・
第
三
者
的
な

意
見
を
聴
く
機
関
と
し
て
、
セ
ン
タ
ー

に
次
の
委
員
会
を
設
け
ま
す
。

■
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
委
員
会

　

市
長
が
行
う
後
見
等
審
判
の
申
し
立

て
に
当
た
っ
て
、
申
し
立
て
の
適
否
妥

当
性
を
検
討
し
ま
す
。
そ
の
後
の
後
見

の
進
ち
ょ
く
状
況
を
把
握
し
、
利
用
支

援
の
推
進
に
関
し
て
助
言
し
ま
す
。

　

同
委
員
会
は
、
法
律
、
医
療
、
保
健
、

福
祉
等
の
専
門
家
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

■
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員

会
　

保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
専
門

性
・
第
三
者
性
を
も
っ
て
、
困
難
な
苦

情
の
解
決
に
向
け
て
調
整
審
議
し
ま

す
。
委
員
は
、
法
律
、
福
祉
等
の
専
門

家
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

第
三
者
機
関

判断能力が不十分
な人が対象

判断能力が著しく
不十分な人が対象

任
意
後
見
制
度 現在元気な人が対象

申立時に選択した特定法律行為を本
人に代わって行う。重要な法律行為に
同意したり、取り消したりする。

申立時に選択した特定法律行為を本
人に代わって行う。重要な法律行為に
同意したり、取り消したりする。

日常生活に関する行為を除くすべて
の法律行為を本人に代わって行った
り、必要に応じて取り消したりする。

公証人役場で
任意後見契約 家庭裁判所

任意後見契約であらかじめ定めて
おいた財産管理や療養看護に関す
る法律行為を本人に代わって行う。

補 助 人

保 佐 人

成年後見人

申し立て

�

任意後見人

…

…

…

任意後見監督人

成
年
後
見
制
度
の
利
用
手
順

�

�

�

少しぼけたかな少しぼけたかな
と思うときがと思うときが
ありますあります

たまにしっかりたまにしっかり
しているときもしているときも
ありますが…ありますが…

しっかりしてい
るときがほとん
どありません

何でも自分で
決められます

ほとんど判断が
できない人が対象

選　任

監
督

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー（
保
谷
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
、�
　

・
８
８
７
７
）

２２

申し立て

�
選任

�

�

�

�

……

家
庭
裁
判
所

法

定

後

見

制

度

　

市
で
は
、
保
谷
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
１
階
に
、
権
利
擁
護
セ

ン
タ
ー
「
あ
ん
し
ん
西
東
京
」
を
９
月
２
日
か
ら
開
設
し
ま
す
。
同
セ

ン
タ
ー
で
は
、
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
の
権
利
を
保
護
す
る
成
年
後

見
制
度
の
利
用
支
援
や
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
等
の
解
決

に
向
け
て
調
整
等
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
高
齢
福
祉
課
（
保
谷
庁
舎�
内
線　

）
２３３１
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